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令和５年度第１回 網走市総合教育会議 議事録 

 

 

１．開催日時  令和６年３月２８日（木） 開会 １５時００分 

閉会 １５時４０分 

２．開催場所  網走市議会 委員会室 

 

３．協議事項 

  （１）小規模特認校制度の導入について 

 

４．出席委員 

  網走市長   水 谷 洋 一 

網走市教育委員会 

教育長   岩 永 雅 浩 

委 員   富 永 雄 一（教育長職務代理者） 

委 員   中 山 真 弓 

委 員   佐々木 砂 宗 

委 員   池 田 真 哲 

 

５．会議に出席した事務局職員 

学校教育部長    北 村 幸 彦 

学校教育部次長   大 垣 正 紀 

学校教育課長    高 橋 善 彦 

学校教育課参事   里 見 達 也 

学校教育課庶務係長 小 澄   晃 

学校教育課学務係長 中 野 敏 博 

 

６．一般傍聴者  なし 

  報道機関   １名 

 

７．議事の経過  別紙のとおり 
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【１５時００分 開会】 

高橋学校教育課長     定刻となりましたので、ただいまから令和５年度第１回網走市

総合教育会議を開会いたします。 

開会にあたりまして、網走市長よりご挨拶申し上げます。 

 

水谷市長         ご紹介をいただきました、市長の水谷でございます。 

令和５年度第１回の総合教育会議開催にあたりまして、ご挨拶

を申し上げたいと思います。 

教育委員の皆様方には、日頃から社会教育の推進、また学校

教育の推進に対しましてご尽力をいただいておりますことに、

改めて感謝を申し上げます。 

本日でありますけれども、小規模特認校制度の導入についてと

いう課題を一点、ご協議をさせていただきたいと思っており

ます。小中学校では、一定の集団規模が確保されることが望まれ

ているところでございますけれども、ご承知のとおり、近年は

家庭・地域社会における子どもの社会性の育成機能の低下や、

少子化の進展がこれからも見込まれることを背景として、学校

の小規模化に伴う教育上の諸課題がこれまで以上に顕在化する

ことが懸念されております。 

このような情勢の中、近年、学区以外の市内全域から児童生徒

を受け入れる制度、いわゆる小規模特認校制度が各地で導入

されております。子どもたちの未来に向けた本市の教育環境を

どのようにつくっていくのか、きょうは皆さまとともに忌憚の

ない協議をしながら、より良い方向性を見い出せられればと、

このように思っておりますので、時間の許すかぎり、よろしく

お願いいたします。 

 

高橋学校教育課長     それでは、この後の議事進行につきましては、市長にお願い

したいと思います。 

 

水谷市長         それでは、協議事項１「小規模特認校制度の導入について」、

事務局から説明をお願いします。 

 

北村学校教育部長     それでは、呼人小中学校への小規模特認校制度の導入について

ご説明いたします。 

資料の１ページをごらん願います。 

はじめに、呼人小中学校の沿革についてでございますが、呼人

小学校は大正５年に大曲小学校・呼人教授場として開校し、大正

９年に呼人尋常小学校として認可、昭和 16年に呼人国民学校、

昭和 22年に呼人小学校と改称されております。 
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呼人中学校につきましては、昭和 22年に第二中学校呼人分校と

して設置され、昭和 24年に呼人中学校として認可、小中学校の

併置校として立地されております。 

現在の校舎は、統合も含め地域住民との協議を重ねた結果、平成

８年に小学校、平成９年に中学校が、国道39号線沿いの位置から

現在地に移転改築されている状況でございます。 

次に、小規模特認校制度の導入に係る経緯でございますが、呼人

小中学校の現校舎移転改築当時から、将来の児童生徒数につい

ては議論があったところでございますが、昨今の少子高齢社会

が加速化する中、呼人小中学校においては児童生徒数が急激に

減少しておりまして、学校運営に支障が生じることが想定され

るため、今後のあり方について検討を行ってきたところでござ

います。 

資料の２ページには、参考といたしまして、今後の児童生徒数と

教員定数の見込みを掲載しておりまして、令和６年度において

は小学校５名、中学校で 16名、合計 21名となっておりますが、

つい最近の情報では、小学校において保護者の転勤・転居により

さらに減る見込みとなっております。いずれにいたしましても、

小学校では教頭が配置できない状況でございます。 

また、将来におきましては養護教員や事務職員も配置できない

ことも想定され、学校運営において支障をきたすことが懸念

されております。 

資料の１ページに戻っていただきまして、こうしたことからも

呼人小中学校のＰＴＡにおいても、今後の教育活動に危機感を

持っておりまして、昨年 12 月に開催されましたＰＴＡ総会に

おいて、小規模特認校制度を導入し、学校の維持・存続を図って

いくことについて合意され、要望書が教育長あてに提出された

ところでございます。 

小規模特認校制度とは、学校選択制の一つであり、特定の学校

を「特認校」として指定し、少人数での教育の良さを生かした

きめ細かな指導や特色ある教育を行うもので、このような環境

での教育を保護者や児童生徒が希望する場合は、通学区域に関係

なく市内のどこからでも就学を認める制度であり、例えば大規模

校での環境になじめない児童生徒や、自然環境に恵まれた場所で

教育を受けたいという児童生徒が就学を希望されることが考え

られます。 

市教委といたしましては、この要望書を受けまして、小規模なら

ではの特色ある教育活動を行う学校として、令和７年度より呼人

小中学校へ小規模特認校制度を導入することとして執り進めて

いきたいと考えております。 
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また、導入時期につきましては、基本的には令和７年度からと

考えているところですが、受入体制の整備の進捗次第では前倒し

も視野に入れ、柔軟に対応してまいりたいと考えているところ

です。 

次に、今後のスケジュール案についてでございますが、本年４月

から５月頃に、特色ある教育活動の検討や、呼人のいずみ保育園、

呼人地区町連などの地域への説明、６月頃には市議会文教民生

委員会への説明、また規則等の改正や実施要綱の制定、７月頃

には小規模特認校の導入について制度内容などの市民への周知、

８月頃には希望者説明会、学校見学会の実施、９月頃には募集

案内を行いまして、10月から 11月に就学希望者の申請受付、

１月には就学希望者の審査と決定、このようなスケジュール感で

進めてまいりたいと考えているところでございます。 

資料の３ページは、参考までに呼人小中学校ＰＴＡから提出され

た要望書の写しとなっております。 

簡単でございますが、説明は以上でございます。 

 

水谷市長         ありがとうございました。 

この案件は、委員さんは初めてお聞きになりますか。 

 

北村学校教育部長     この制度につきましては、以前に教育委員会でもご説明をして

おりますし、要望書の提出があったことにつきましては報告を

させていただいております。 

 

水谷市長         この特認校の問題もそうなのですが、子どもの数が減る中で、

今の市内小学校９校、中学校６校という数について、議会でも

議論があるのですよね。いや、議論ではなくて「議論をすべき

ではないか」という議論があるということです。そこはやはり

避けては通れない中で、今は呼人地域の学校存続を前提に今回

こうした取り組みをしていこうと。これは、私は一つの方向感

ではあると思います。ただ、これが市内全ての学校で今後は

小規模特認校になっていくのかというと、そんなことはないわけ

で、そこの議論を始める議論というものを前提としながらどう

していくのか、と。やはり教育委員会の皆さんにも、議論をどう

始めるか、みたいなところを。中身を議論しろ、ということでは

なく、教育長からもさきの議会で答弁がありましたけれども、

子どもたちのために学校はあるのですが、一方で学校は地域の

拠りどころでもあるし、また歴史でもあるというようなところを

ふまえると、単に人数で割り切れるという問題でもないという

側面もあるので、そこは何を議論すべきなのかという、論点の



 5 

整理をまずはやっていかなければいけないのではないかと私は

思うのですけれども、皆さんはどう思われますか。 

特認校の導入を前提として、です。 

佐々木委員、いかがですか。 

 

佐々木委員        やはり一番、自分が今の説明を聞いていて気になったのは、学校

の特色をいかに打ち出して、魅力ある呼人小中学校にするか。

「呼人小中学校はこんなに良い学校なんだよ」と言えないこと

には、希望者を募集しても誰もなびいてくれないと思うので。 

今、この要望書をみるかぎりでは、あまりこう、ずば抜けた印象

を感じられないので。何かもう一つ二つ、強いアピールポイント

がないと、ちょっと厳しいのではないでしょうかという印象が

あります。 

結局のところ、市内でどんどん子どもの数が減っていく中での

児童の「取り合い」でしかないので、そこを含めてここは小規模

校で丁寧な指導ができる学校だということで、この学校を残す

ほうがいいのか。もしくは、いっそのこと近い地域の小学校や

中学校に合わせることを考えたほうがいいのか。そのどちらが

いいのかというところを、きちんと話をするほうがいいのでは

ないかなという気もしたのですよね。 

 

水谷市長         これは教育行政ですので、教育委員会の５人の委員で、網走の

教育を決めていく話になるのです。ですから、これは事務局に

聞くというよりも教育委員の皆様方に、どこまで責任があるかと

いうのはあるのですけれども、確かに佐々木委員がおっしゃった

ように、どうやって特色を出すのかと。この学校をどう維持して

いくのかというのは、まさにここの議論をふまえないと。 

「事務局が考えてください」というのは、それもちょっと違う

話だと思うので。確かに何も書いていないのですよね、ここの

要望書には。どういう教育をしたくて小規模特認校にしたいの

かという、教育長、もし今何かお考えがあれば、ぜひご意見を。 

 

岩永教育長        先ほど部長からも説明がありましたけれども、網走湖、湖です

ね、そこに近接している、それからスポトレにも隣接していると

いうあたりでは、呼人小中学校では「呼人学」というカリキュ

ラムをもって、地域のことを自然環境を中心として学ぶ、体験

するということをやっているので、そこは案外訴求ができるの

かなということと、少人数であるがゆえに、非常に指導がきめ

細かです。それも訴求できるところかと思います。今までデメ

リットだった、他の考えとふれあう機会が少ない、児童生徒の
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数が少ないからなのですけれども、そこはＩＣＴの導入・活用

によってかなりクリアされていると。障壁としては低くなって

いるのではないかというふうに思います。 

やはり丁寧な教育指導が受けられるというのが、一番の訴求ポイ

ントになるのではないかというふうに思っています。 

 

水谷市長         学区にかかわらないから、例えば全国から希望者を集めても

構わないのですか。 

 

北村学校教育部長     当市では、現在通学区域規則で小中学校区が定められているの

ですけれども、呼人小中学校を特認校ということにすれば、網走

市内のどこからでも通学ができることになります。ただ、全国

からということになりますと、やはり住民票を網走市に移して

もらわないと市内校への入学指定通知書が発行されませんので。

網走市内のどこかに住民票を置けば、特認校に通うことは可能

になるということです。 

 

水谷市長         国内留学のような、そんなイメージまでは持っていないのですね。 

 

佐々木委員        あくまでも市内の取り扱いということですよね、今のところは。 

 

北村学校教育部長     はい、そうです。もし将来的に、大空町から呼人に通いたいと

いう申し出があれば、市町村間での区域外就学という手続きを

経て、通学することはできると思います。 

 

水谷市長         それは、定住自立圏とか、そういうレベルですか。 

 

北村学校教育部長     いろいろな事情によって住民票の異動ができないなど、そういっ

た対応で、現在も市町村間の協議による区域外就学という取り

扱いはありますので、そのあたりの理由によっては市外からの

通学希望への対応というのも可能ではないかと思います。 

 

水谷市長         例えば、どういう子どもたちを集めようと想定していますか。 

 

北村学校教育部長     自然環境の豊かな場所で学びたいとか、少人数の環境で学び

たいという希望のあるお子さん、例えば大規模な学校環境では

ちょっとなじめないなど、そういうお子さんが想定されます。 

 

水谷市長         この小規模校というのは、何か定義があるのですか。 

             自然豊かな環境の中で学びたい子がいて、またＩＣＴでも学び
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たい、なかなか町場の環境では学べないような子がもし 40人も

集まってきたとしたら、それはもう小規模校とは言えないとか。 

 

北村学校教育部長     小規模校と言っていますので、募集手続きの整理はこれから

なのですけれども、例えば学年の定員を何人にするかとか、そう

いうこともこれから決めていくことになります。 

             ほかの市町村での事例をみますと、各学年で５名とか 10名とか、

そういう募集定員を設けているところが多いです。 

 

水谷市長         池田委員、いかがでしょうか。 

 

池田委員         確かに数字だけをみていくと、だんだん児童生徒も先生も規模

が縮小していってという危機感がすごくあるのですけれども。

やはりこういう、網走では小中学校といえばここの呼人だけで

もありますし。ウトロのほうに、何かこういう学校があります

よね･･･義務教育学校、そう、義務教育学校とはまたちょっと違

うのですね、中身としては。 

中学校に上がるタイミングで環境が変わって、学校になかなか

通えなくなるという子どももいらっしゃると思いますので、そう

いった場合にも市内のどこからでも希望すれば、ここの学校に

入れるということであれば、そういうギャップを感じさせない

で小中学校の義務教育を終わらせられるということで、その受け

皿としては非常に効果はあるかなと思います。 

ただ、どうしても人数だけを追っていくと、なかなか長い目で

みなければ厳しいのかなという気がしますので、やはり「学校を

なくさない」ということがまず大前提かなというふうには思い

ます。 

 

水谷市長         富永委員は、いかがですか。 

 

富永委員         この特認校に関しては以前にもちょっと、私が白鳥台小学校の

ＰＴＡ会長をやっていた頃に、白鳥台小学校でも当時やはり

子どもの人数が少ないということで一時期この特認校の話が出た

こともありました。その当時は、まだ全校で 60人くらいの児童

がいたのですけれども、どう特色をつくるのか、何を売りにする

か。売りにすると言うのも変ですけれども、それこそ先ほど部長

からの説明にもありましたように、市街地の人数が多い学校では

環境になじめないとか、そういう子たちが自然豊かな白鳥台小

とかそういう学校に来て、のびのびとできるのがいいのかという

議論を当時したのですけれども、まだそこまで了承を出すまで
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には至らなかった。そういう難しさがある中で、白鳥台は小学校

ですけれども呼人は小中学校ということで、小学生と中学生が

いる中で中学生が小学生の面倒をみる、小学生は中学生をみな

がら学校生活を送っていくと、そういう取り組みを昔からやって

きた学校だと思いますので、特色づくりがうまくいけば児童生徒

もふえるだろうし、児童生徒がふえるということは、今在籍して

いる子どもたちの同級生もふえると。次のページの資料をみて

いただくと、やはり同級生がいないという学年があったりします。

以前にも、私の知り合いが呼人小学校の保護者にいまして、

「子どもから「同級生がほしい」と言われた」という例もあり

ました。やはり人数がふえれば、子どもたちは喜ぶのかなと

いう思いはあります。 

 

水谷市長         これ、学校の特色って教育委員会が決めるものというよりも、

学校長が学校経営として考えるものですよね。だから、学校長

がこの一年間を通じて「うちの学校をこうするんだ」っていう

特色のあるカリキュラム、また特色ある子どもたちの育て方

みたいなものが、校長や学校運営協議会など、そこらへんを経て

学校の方向感というのが決まっていくものですか。 

 

北村学校教育部長     今、呼人小中学校の校長とも話をしているのですけれども、もと

もと、先ほど教育長が言われたように、まず湖ですね、網走湖

を活かした学習とか、例えば探鳥遊歩道を使った学習とか、そう

いった自然環境を活かした学習はそもそも現在もやっております

ので、そのＰＲの仕方ですとかブラッシュアップというか、もう

ちょっとその特色を前面に出すような方向性でというような

ことは考えていると聞いております。 

 

水谷市長         それは、今の取組の延長線上を、看板を変えただけというのは

だめなわけでしょう。学校として地域に残すために「小規模

特認校」という名前に変えるだけで、やっていることは今まで

と一緒ですよっていうのは、だめなんですよね。 

だから、今までの延長を特色と言うんだったら、それは何ら

今までの取り組みと変わらないじゃないですかとなってしまう

わけだから。そこらへんで、新たな切り口を持ってきたときの

特色ってどう出すのかというところを。事務局としてはそういう

説明にしかならないだろうけど、この１年間で準備をするとき

に、特認校としてのこれといった特色がないと児童生徒も入ら

ないよね、という懸念に対する答えは、たぶん出てこないので

はないかと思いますね。 
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これは、別に責めているわけではなくて、誰がこの学校の特色

を決めていくのかなということです。 

 

佐々木委員        ざっくばらんなのですけれど、例えば先ほど教育長が言って

いたみたいに、近くにスポトレがあると。きれいなラグビー場

があって、小学校とかだと、今もタグラグビーなど子どもたち

が頑張っているじゃないですか。なので、例えばタグラグビー

指導の優秀な先生やコーチなどがいて、タグラグビーで全国

出場を目指すような、そういった方向にシフトした小学校や

中学校の特色を打ち出すとかっていう。明らかに目にみえて、

わかりやすい訴えがあればいいのですけれども、たぶん今の

状態だと「自然が近くにあって」と言っても、白鳥台小や東小

などの近くにも濤沸湖が近くにある。湖が近くにある小学校は

市内ほかの場所にもあって、同じように自然に出ての授業とか

体験学習だとかは、各学校でもやっていると思うので、あまり

そこに差は感じない。それに対して、市内の子どもたちや保護者

にＰＲしたところで「別に呼人じゃなくても」という意識に

なっちゃうと、もったいないんですよね、せっかくこの特認校

制度を活用するのですから。 

             例えば、この小規模特認校制度を導入すると教員の配置人数が

プラスアルファで何人か上乗せされるとか、そういうところは

何かないのでしょうかね。 

 

北村学校教育部長     ないですね。あくまでも在籍する児童生徒数によって、教員の

配置数が決まるということです。 

 

佐々木委員        そうなのですね。もしそういうのが可能になると、より少人数

でもきめ細かな指導ができますよ、という訴えにもつなげられ

るのですが、それがないとなると、なかなか厳しいですね。 

 

水谷市長         ちょっと言い方は良くないかもしれませんが、小規模特認校に

する理由というのは、やはり子どもの数が減っていって、本来は

廃校なり統合すべきところを、小規模特認校にすることによって

学校が生き残ることができるから、それを選択しようというお話

でしょうか。 

 

北村学校教育部長     それも確かにあります。近くの例で言いますと、北見市の若松

小学校も特認校になっているのですが、あの近辺は住宅が建て

られない調整区域になったものですから、新たな家が建たない

ということで、地域のほうから市に話があって、小規模特認校
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として学校の存続をしていこうということで、市内全域から児童

を受け入れているという状況のようです。 

 

水谷市長         そういう物理的な要因があって、本来はなかなか設置が難しい

学校を、そういう諸事情で設置するために小規模特認校という

位置づけをしていこうというのが意思ですよね。そこに、さま

ざまな学校の特色を出して、もっと子どもを集めようじゃないか

という考え方ですかね。どういうふうに整理をしたら良いのかな

と。 

 

岩永教育長        学校が変わるときとは、社会の要請があって変わるわけです

よね。学校のほうが自ら何か変わろうか、という例はなかなか

ないと思います。 

そういった中では、いわゆる不登校の子とか、不登校にはなって

はいないんだけれどもそれに近い子ども、あるいはクリオネ学級

には来られるけれども自分の在籍する学校には行けないなど、

さまざまな事情の子どもがいますので、そういった子たちの受け

皿としても、多様な学びの場の一つというかたちで、存在して

いけないかということもあります。 

 

水谷市長         つまり、そういう子どもたちの受け皿に。受け皿というか、

多様化、多様な学びの場の一つ。それは人数ではないんだという

ことですね。そういう多様な学びの場を設置することに、教育

委員会としては意味があって、と。 

 

岩永教育長        そういう子にとっても、最適な学習環境が用意できるのでは

ないだろうかということです。 

 

水谷市長         なるほど。中山委員、いかがですか。今の教育長のほうから

あった方向感については。 

 

中山委員         多様な学びの場、また自分の学校には通えない子を救うためと

いうのはわかるのですよ。それが、小規模特認校とイコールに

なるのかなと今思ったのですけれども。一応、制度としてはきめ

細かな指導、特徴のある教育を行うもの、少人数での教育の良さ

を活かすものという定義があるので、その中で「呼人学」を

学べますよ、と言ったときに、自校に通えない子がそこに果た

して魅力を感じるのかどうかっていうこともあり得ると思います

し、もしくは小規模校だから先生の目が届くというのはとても

いいことだと思うのですね。 
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かと言って、反対に児童生徒がある程度いない場合には教職員

の数が保てない。そこにアンバランスが考えられてしまうよう

な気がします。 

 

水谷市長         いかがですか、今のご意見に関して。 

 

北村学校教育部長     資料の２ページ目に参考資料としてあるのですけれども、学年

によっては子どもがいない年度もあったりします。そこに例え

ば１人でも子どもがいればクラスが維持できたり、先生が配置

できたりということがあります。何も手立てをせずにこのまま

でいくと本当に、教頭も置けない、養護教諭も置けない、事務

職員も置けないという年度がきてしまうのですけれども、そこに

例えば、児童生徒がゼロの年に１人でも２人でも来れば学級数

がふえたり、教職員が１人ふえたり２人ふえたりという可能性

が出てきます。 

 

中山委員         自校に通えない子を救うことに対して呼人小中学校があるという

方向性で考えるのであれば、この小規模特認校制度というのは

わかるのですけれども。かと言って、何か魅力があるのかと

言われたら、他の学校から呼人小中学校へ来たいと思えるよう

なものがないといけないのではないかと思いますね。 

 

水谷市長         今の教育現場の状況からいうと、そもそも学校に行けない子ども

たちをどう救うのかというところが課題とみて、こういう特認校

で救っていこうというような意味合いもあるのですか。 

 

北村学校教育部長     それだけではないのですが。 

 

水谷市長         部長から話があったような、クリオネ学級に通う子であるとか、

不登校にグレーな子であるとかがいらっしゃって、本来の在籍

学校ではなかなか救えないので、こういったところで救って

いこうというひとつの場として網走市が持つべきだから、これ

を一つのきっかけとして呼人に置こうじゃないかと。そういう

話なのですかね。やはりここの意識は共有しないといけません

よね。他からも聞かれると思いますし。 

 

北村学校教育部長     不登校の子だけを集める特認校というところもあるのですけれ

ども、今回はそちらをメインということではなくて、やはり

少人数ならではのきめ細かな学習環境を望む子どもがいれば、

そういうところで教育が受けられますよと。一方で、不登校など
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で大きな学校にはなかなか行けないけれども、小規模の別の環境

の学校であれば行けるというところでの「学びの保障」ができる

場所という位置づけも。そこがメインではないのですけれども、

そういう要素もあると考えております。 

 

水谷市長         ただ、そこははっきりさせたほうが、学校としてはわかりやすい

とも思いますね。 

 

池田委員         やはり、学区の制約がないというところで能動的にというか、

自分からその学校に行きたいと、保護者も含めて。そのように

行けるという学校があるというのは、非常に大事かなと思うの

ですよね。今まではその地域に住んでいるがゆえに、そこにある

学校に通うしかなかったというところがありましたから。 

不登校の子の受け皿になるということが第一前提ではなくて、

やはり保護者なりお子さんが行きたい学校に行けるという、一つ

のきっかけというんですか、そういうところでも必要なのかな

とは思いますね。 

 

水谷市長         子どもが、本来通うべき学校環境から逃げたいといったときの

逃げ場所。表現は良くないかもしれないけど、私はあると思い

ます、そこは。特にクラスが減っていって、クラス替えがなく

なったりするときに、どうしても環境になじめない子にとっては

転校という方法もあるとは思います。環境を変えることで、

もっと前向きになれる子どもたちがいるのであれば、その場の

提供をしていこうというような意味合いとしての小規模特認校

というのも、ありなのかもしれないですね。 

 

岩永教育長        その、子どもの状態を、こちらは全く選ばないというか。 

例えば、特別な支援が必要だろうなというふうに第三者はみる

けれども、保護者も本人もそういう自覚がなかったりする。

そして通常学級に在籍する。でも、そこではなかなか手が回ら

ないというか、特別な支援ができない。それによって、その子に

とって不利益なこととまでは言いませんけれども、適切な教育

環境とは言えない状態がそこで続いていくというよりは、ほか

にこういう学校もあるんですよという働きかけをしてあげれば。

例えば、呼人であれば通常学級にいても少人数ですので、先生

の目や手が行き届くとか。そういうことも子どもにとっては

メリットになるのかなという気がいたします。いろいろなケース

があると思いますので。 
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水谷市長         そうですね。今、そうしたことをきっちりと伝えていく小規模

特認校なのだということを、この１年間でのスケジュールなり、

事務局や学校が説明をしていくというような認識でいいのか

どうか。 

 

北村学校教育部長     その特色であるとか、学校としてのアピール部分については、

もう早い段階で固めていかなければ。来年度に向けて、という

ことだと難しいと思いますので。 

 

水谷市長         間に合わなくなりますよね。 

 

北村学校教育部長     本当に、この５月、６月で。４月から始めて、５月中くらいに

はある程度の内容を固めていきたいなと。 

今、呼人小中学校の校長とも話しているのですけれども、札幌

市内でも特認校が何校かありまして、呼人と似たような環境も

あり参考にできるところがあるようですので、機会をみつけて

直接学校を視察に行こうかと考えております。 

 

水谷市長         ありますよね、そういうのって。だから、いいとこ取りをすれば

いいと思いますね。 

 

北村学校教育部長     いろいろと特認校の状況などもお聞きをするなど、それは早い

段階で視察をしてきたいなと思っています。 

 

水谷市長         そうですね。 

             今、私も含めて委員皆さんで議論をいただいたのですけれども、

なんとなくの方向感というか、小規模特認校のあるべき姿みたい

なところをお話をさせていただいたことをふまえて、事務局と

しては取り組んでもらえたらいいなと思いますが、いかがで

しょうか。 

 

佐々木委員        お話の中にもあったのですけれども、いわゆるグレー傾向の子

たち、二中に通級指導教室が新年度から開設されることになり

ましたけれども、やはりがっちりと支援が必要な子たちは、もう

すでに養護学校とかがあるので、そちらに通うことができるの

ですけれども、私も仕事柄、幼稚園の保護者の方などともいろ

いろお話をしたりしますが、新入学で今春から小学１年生に

なる子が「潮見小の特別支援学級のうしお学級に入ることが

最初から決まっているんです」という話を聞いたりしますと、

やはり最初からそういうふうにわかっていると、学校も子ども
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に対して手厚くフォローをしてくれる体制が整っているという

ことで、安心して通わせられるんですよね、という保護者の方

からのお話も実際に聞きました。 

             まあ、呼人が果たしてそれを求めるかどうかはちょっとわかり

ませんけれども、やはりグレーな子とか、あとはちょっと環境

になじめないような子が、ちょっと少人数の環境でゆっくりと

自分のペースで学校授業に参加したい、出席ができていくという

ような部分を特色として持たせると何かこう、先ほど私も例えて

話したのですけど、スポーツに対しての特色だとか、自然活動

に対しての特色だとかというよりかは、今の保護者とか子ども

たちのニーズにはマッチするのではないかなという気はします

ので。そういう方向性はひとつありなのかと思います。 

 

水谷市長         オーダーメイドの教育をやっていく。保護者の希望に応じた教育

をやっていくって、ちょっとすごい規模なお話ですよね。 

 

岩永教育長        全体としては、今言われたように、場合によっては特別な支援

が必要だということかな、と。どの程度かというのはあると

思いますけれども。そういう子たちに手を差し伸べるという

ことも。 

 

水谷市長         それは、特別支援学級でも何でもなく、そこまでにはいかない

グレーゾーンのところの児童生徒をもっていく、というお話で

しょうか。 

 

岩永教育長        特別な支援が必要な子については、もちろん特別支援学級の

設置というのも、呼人小中学校にはありますので。 

 

水谷市長         一つの選択肢としての場の提供をしていく、という話なので

しょうね。 

オープンスクールじゃないけれども、「うちの学校はこういう

ことをやりたいんです」と外向けにやらないと、なかなか。 

佐々木委員がおっしゃったように「こういう学校だったら、子

どもを安心して任せられる」みたいなところというのは重要に

なってくるので。 

「うちの学校をこういうふうにしたいんです」というのが決ま

ったら、関心のある保護者を集めて学校を実際にみてもらうと

か、授業の様子をみていただくとか、こういうふうにやるんだ

ということを見ていただかないと、なかなか伝わらないかもしれ

ないですね。場合によっては、案外殺到するかもしれませんし。
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でも、そこは定員というものもあるでしょうから。 

それでは、小規模特認校については概ね理解をさせていただい

いて、今後の取り組みについては本日議論したことをふまえて、

事務局のほうで取り扱っていただければというふうに思います。 

きょうの議題はこれだけでありますが、委員の皆さんから何か

ありますでしょうか。 

（「ありません」との発言あり） 

             なければ、以上をもちまして令和５年度第１回の総合教育会議

をこれで終わらせていただきます。 

             ありがとうございました。 

【１５時４０分 閉会】 


